
 

 

- 1 - 

 

令和３年度４月補正予算の概要について 
 

 

 令和３年４月１５日 

（単位：千円） 

一 予算規模 

 

   一 般 会 計      

            補   正   額                   ４,８１８,８５９ 

 

 

                   補 正 後 の 規 模                ５７９,７５８,９７４ 

 

 

  《補正予算の財源》 

 

    特 定 財 源                              ４,８１８,８５９ 

 

国 庫 支 出 金                ４,８１８,８５９ 
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二 補正予算の内容 

  今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症への対応に要する経費について計上した。 

 

（１）子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業         ５８,７２９ 

    新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり 

親世帯の生活を支援するため、特別給付金を支給する。 

    ・実施主体 県（町村分） 

・支給対象 ①児童扶養手当受給者 

②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当を受 

給していないが、令和元年の収入が児童扶養手当受給者と 

同水準の者 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、 

収入が児童扶養手当受給者と同水準に下がった者 

・支給金額 児童１人当たり５万円 

 

（２）｢旅して応援！｣あきた県民割事業                  ３,２４８,６５４ 

    本県観光関連産業を支援するため、県内在住者を対象に県内を目的地とす 

る旅行商品や宿泊代金に対する割引を実施するとともに、土産物店、飲食 

店等で旅行期間中に使用できる地域限定クーポン券を発行する。 

・事業内容 ①旅行商品や宿泊代金に対する割引 

       ・代金の 1/2 を割引 

１人１泊（日帰りは１回）当たり上限 5,000 円 

       ・対象期間 令和３年４月３日から５月末まで（予定） 

      ②地域限定クーポン券の発行 

       ・１人１泊（日帰りは１回）当たり上限 2,000 円 

・対象期間 令和３年４月 16 日から５月末まで（予定） 

 

（３）秋田県飲食店緊急支援事業                      １,４５１,４００ 

    緊急事態宣言等により自粛ムードが広がり、利用が控えられたことで大き 

    な打撃を受けている飲食店に対し、支援金を支給する。 

・補助対象 次のすべてに該当する事業者 

      ①県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者（個人事 

業主を含む） 

      ②県内に飲食店を有する事業者 

      ③令和２年 12 月から令和３年４月のうちいずれかひと月の 

       売上が対前年又は前々年比 50％以上減少している事業者 

・支給金額 １事業者 30 万円（複数店舗を有する場合は 60 万円） 
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 （４）ＰＣＲ等検査中小企業支援事業                          ６０,０７６ 

    本県中小企業者の安定的な事業継続を支援するため、従業員等が県外出張 

等から帰県した際に県内医療機関で自主的に行うＰＣＲ等検査の経費に対 

して助成する。 

・補助対象 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者（個人事業 

主を含む）                

・補 助 率  1/2（県 10/10） 

・補助上限 １万円／件（１社当たり 20 件） 


